
○本巣市入札参加業者選定要綱 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、市が発注する建設工事、物品購入及び業務委託（以下「建設

工事等」という。）の入札に参加しようとする建設業者、測量・建設コンサルタ

ント業者、物品供給業者及び役務提供業者（以下「業者」という。）の資格を審

査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の業者の選定に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（資格審査の対象者） 

第２条 業者の資格審査は、前条に規定する業者等で市長の定める期間内に建設工

事等の入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。 

（資格の制限） 

第３条 市長は、前条の規定により建設工事等の入札参加資格審査申請書を提出し

た業者等のうち次の各号のいずれかに該当する者については、入札に参加する資

格を与えないことができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の

規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後２年を経

過していないもの 

(2) 暴力団等に関係すると認められる者で次に掲げるもの 

ア 暴力団 

イ 暴力団員 

ウ 役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関

与している個人又は法人等 

エ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用して

いる個人又は法人等 

オ 役員等が、その属する法人等又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している

個人又は法人等 



カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している

個人又は法人等 

キ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有している個人又は法人等 

ク 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与してい

る者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入

契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等 

(3) 審査日直前２年のそれぞれの１年における決算において完成工事高又は営

業実績のないもの 

(4) 建設業者で次に定める届け出の義務を履行していない場合。ただし、当該届

出の義務がない場合を除く。 

ア 健康保険法(大正１１年法律第７０号)第４８条の規定による届出の義務 

イ 厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)第２７条の規定による届出の

義務 

ウ 雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)第７条の規定による届出の義務 

（有資格業者の級別格付等） 

第４条 市長は、前条各号に該当する建設業者を除き審査の結果に基づきA級、B級

又はC級のいずれかに格付を行うものとする。 

２ 前項の格付は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項

に規定する経営に関する客観的事項の審査結果における総合評定値に基づき別表

第１により行うものとする。ただし、特殊な技術及び工法を要する工事、災害復

旧工事等緊急を要する工事及び随意契約の場合にあっては、この限りでない。 

３ 建設業者以外の業者等については、格付を行わないものとする。 

（格付の有効期間） 

第５条 格付は毎年これを行い、その有効期間は、格付を決定した日の翌日から翌

年において、改定される日までとする。 



（資格審査結果の通知） 

第６条 市長は、第４条第１項の審査を受けた建設業者の請求があったときは、当

該建設業者に対して、その者に係る審査の結果を別記様式により通知するものと

する。 

（期間後に提出された建設工事等の入札参加資格審査申請書の取扱い） 

第７条 市の定めた期間後に提出された建設工事等の入札参加資格申請書は、これ

を受理しないものとする。ただし、市長が期間内に提出できなかったことについ

てやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

（格付の変更等） 

第８条 市長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をす

ることができる。 

２ 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建

設工事等の入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対して

は失格又は降級することができる。 

（発注の基準） 

第９条 建設業者に対する各等級別の発注の請負対象額の基準は、別表第２のとお

りとする。ただし、発注工事の難易度、工期、対象業者数等の理由により、別表

第２に定める基準によることが適当でないと認められる場合においては、競争性、

公平性の確保に留意し、市長がその都度定めることができる。 

（指名業者の選定基準） 

第１０条 指名競争入札及び随意契約の場合における業者等の選定は、有資格者の

中から選定する。ただし、随意契約でやむを得ないと認めるときは、この限りで

ない。 

２ 建設業者の選定は、格付された建設業者の中から別表第２の区分に従い行うも

のとする。ただし、工事の執行上必要があるときは指名者数の２分の１を超えな

い範囲内において直近の上位又は下位の等級に格付された者の中から選定するこ

とができる。 



３ 次に掲げる工事については、前項の規定にかかわらず、上位又は下位の等級業

者を選定することができる。 

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事 

(2) 災害時における応急復旧工事 

(3) その他市長が特に必要があると認めた工事 

（指名業者の選定の留意事項） 

第１１条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものと

する。 

(1) 当該建設工事等に対する地理的条件 

(2) 施行能力の現状把握 

(3) 不誠実な行為の有無 

(4) 第３条第２号に掲げる各事項の該当の有無 

（建設工事等請負業者選考委員会） 

第１２条 建設工事等の請負業者を選定するため、建設工事等請負業者選考委員会

（以下「選考委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会の組織、運営その他必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第４条関係） 

建設工事格付点数表 

工事種別 

 

等級別 

土木一式工事 ほ装工事 建築一式工事 

水道施設、管、電

気・電気通信、そ

の他の工事 

A級 ８００点以上 ８００点以上 ８００点以上 ８００点以上 

B級 
６００点以上

７９９点以下 

６００点以上

７９９点以下 

６００点以上

７９９点以下 

７９９点以下 

C級 ５９９点以下 ５９９点以下 ５９９点以下   

 

別表第２（第９条、第１０条関係） 

建設工事各等級別請負金額基準表 

建設業者の級別 
請負対象額 

土木一式工事 ほ装工事 建築一式工事 

A級 ２，０００万円以上 

３００万円以上 １，０００万円以上 

B級 
５００万円以上 

３，０００万円未満 

C級 ８００万円未満 ３００万円未満 
３，０００万円未満 

注1) 

 

 

建設業者の級別 

請負対象額 

水道施設工事 管工事 
電気・電気通信

工事 
その他の工事 

A級 
２，０００万円

以上 

１３０万円以

上 

１３０万円以

上 

その都度市長

が定める額 

B級 

５，０００万円

未満 

注2) 

２，０００万円

未満 

３，０００万円

未満 
〃 

C級 
     

注1) 建築一式工事で格付点数が499点以下の場合は、1,000万円未満 

注2) 水道施設工事で格付点数が599点以下の場合は、2,000万円未満 

 





 


